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■ 道路啓開計画の目的と位置付け
本計画を策定した目的と、関連する上位計画等との関係は下記のとおりである。
基本的な位置付けとしては、埼玉県地域防災計画で定める事項のうち、道路啓開に関する事項を具体化した計画となっている。

■本計画策定の背景

・首都直下地震は、今後３０年以内に７０％
の確率で発生すると切迫

・国では、都心の甚大な被害想定のもと首都
直下地震道路啓開計画（八方向作戦）を策
定

・県内では圏央道以南で震度６弱以上、外環
道以南では甚大な被害の発生を想定

■本計画の目的

・大規模地震発災時における人命救助活動を
支えるため、県管理道路の道路啓開を迅速
に実行

・４８時間以内の道路啓開を目指した具体的
な行動計画（タイムライン、情報共有、指
揮・命令系統）を作成

埼玉県道路啓開計画

考
え
方

首都直下地震における具体的な
応急対策活動に関する計画

内閣府

首都直下地震道路啓開計画（八方向作戦）
国土交通省関東地方整備局

主な国の計画

■本計画の位置づけ

県土整備部
震災対策活動指針

上
位
計
画

埼玉県業務継続計画

県土整備部業務継続計画

埼玉県地域防災計画

準拠



■ 道路啓開タイムライン
発災時に、「いつ」「だれが」「何をするか」を整理した道路啓開タイムラインは下表のとおりである。このタイムラインに基づき、発災時の対応
の遅れや漏れをなくし、円滑な行動を可能にするとともに、関係機関の相互連携による対応を推進する。
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■ 被災情報取得の時間について
発災後、各路線の被災情報の取得にあたっては、路線ごとに情報収集の時間を設けている。
※埼玉県災害対策本部に設置される道路・ライフライン調整チームが道路啓開の必要性や優先啓開ルートを検討するために必要となる。

【 参 考 】
埼玉県の道路パトロール優先度

国道１２２号・国道２５４（概ね３時間以内）

緊急輸送道路（概ね５時間以内）

その他路線（概ね６時間以内）

凡例

第一次特定緊急輸送道路

第一次緊急輸送道路

第二次緊急輸送道路

国（八方向作戦）位置付け路線
（国道１２２号・国道２５４号）

国道254号

国道122号



■ 被災状況早期把握のための情報収集体制の構築

確認可能項目・条件情報収集手段（例）
情報収集
フェーズ

発災

〇リアルタイムに遠隔で状況確認が可能
〇道路損傷やがれき散乱、車両滞留発生時においても調査可能
▲観測位置が固定されるため、局所的な被害及び概要にとどまる

CCTV（道路監視カメラ）

一時把握

〇広範囲の平均走行速度データの確認が可能
▲速度のみにとどまる

ITSスポット・可搬型路側機・
民間カーナビ情報・プローブ情報等

〇広範囲の状況確認が可能
▲地球の自転及び人工衛星の軌道の都合上、1日2回の観測のみ、かつ要請から情報提供に数
時間要する可能性がある

衛星データ

〇機動性に優れ、広範囲に点検が可能
〇現地確認により詳細な被害状況の確認が可能
▲道路が一定程度閉鎖している箇所や段差が大きい場合、調査が困難

パトロールカー（四輪）

点検

〇機動性に優れ、中距離範囲で点検が可能
〇小回りが効くため道路状況によらず現場到達が可能
〇現地確認により詳細な被害状況の確認が可能
▲人力のため走行速度に限界がある

自転車（二輪）

〇道路状況によらず広範囲に点検が可能
▲免許や手続きが必要
▲離発着場所が必要かつ目視範囲内での飛行にとどまる

無人航空機（UAV、ドローン）

〇道路状況によらず広範囲に点検が可能
▲近距離の写真撮影や詳細な被害状況把握が困難
▲免許や手続きが必要

ヘリコプター

道
路
状
況
等
に
応
じ
て
使
い
分
け
又
は
組
み
合
わ
せ
情
報
収
集
を
実
施

画像出典（ドローン）： 【令和６年度】総力戦で挑む防災・減災プロジェクト（令和６年６月／国土交通省）
画像出典（衛星画像）： 人工衛星の防災活用について（2018年6月／宇宙航空研究開発機構 衛星利用運用センター 内藤一郎）

早急に被害の全ぼうを明らかにするため、タイムラインや発災・道路状況等に応じた情報収集手段を活用し情報収集体制を構築する。

●タイムラインや発災・道路状況等に応じた、情報収集体制
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災害による通信回線の途絶や災害現地との通信回線の設営等に対応するため、
国土交通省や埼玉県が保有する移動通信システムや衛星通信システム等の通信機材を活用する。

出典：国土交通省の通信運用状況（国土交通省） 資料：埼玉県

■ 通信途絶時の対応

●国土交通省保有の災害時通信手段 ●埼玉県保有の災害時通信手段
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東京電力PG
（災害対策本部）

NTT東日本

その他ライフライン
事業者

■ 道路啓開の方法 【活動項目１：連絡体制の確立】

実施目標 発災 ～ 発災から３時間程度

○ 首都直下地震発生時には、各機関の防災計画等に基づき、災害対応を行う体制を構築する。

○ 関係機関との情報連絡体制を確保する。

応急復旧部

（道路管理者）
県土整備事務所

埼 玉 県

さ い た ま 市

施設復旧部

災害対策本部

災害対策本部

道路管理者
（さいたま市建設事務所）

大宮国道事務所
（災害対策支部）

北首都国道事務所
（災害対策支部）

緊急災害対策本部
政府（各省庁）

国土交通省
（本省）

政府緊急現地
対策本部

関東地方整備局
（災害対策本部）

道路管理者
（国出張所）

国

東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社

レッカー事業
協同組合

石油商業組合 その他各種組合等

協定業者

消 防

災害協定団体・組織

自 衛 隊

市町村
（政令市除く）

ライフライン事業者等

警 察 ・ 消 防

警 察

凡 例

関係機関との情報連絡体制
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5.0

■ 道路啓開の方法 【活動項目２：道路パトロールの実施】

道路管理者
（国出張所）

道路管理者
（県土整備事務所）

道路管理者
（さいたま市建設事務所）

協定業者

②道路パトロール
結果報告

実施目標 発災 ～ 発災から３時間程度

① 協定業者は県土整備事務所からの要請を待たず、事前に定められた路線において道路パトロールを実施する。

② 協定業者は道路パトロール結果を県土整備事務所に報告する。そのほか被災状況を踏まえて柔軟に対応する。

埼 玉 県国 さ い た ま 市

管理路線のパトロールを実施 管理路線のパトロールを実施

【 参 考 】
埼玉県の道路パトロール優先度

国道１２２号・国道２５４（概ね３時間以内）

緊急輸送道路（概ね５時間以内）

その他路線（概ね６時間以内）

東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社

①道路パトロールを
要請無しで実施

管理路線のパトロールを実施

必要に応じ
連絡



■ 道路啓開の方法 【活動項目３：被災情報等の取得】

実施目標 発災から３時間程度 ～ 発災から２４時間以内

○ 県土整備事務所は道路パトロール結果を下記フローに従い、応急復旧部へ速やかに報告する。

○ 応急復旧部は通行止め情報（片側通行を除く）を関東地方整備局に報告する。

○ 市町村は、それぞれが管理する道路の被害状況と、その他の一般被害情報を埼玉県災害対策本部と共有する。

道路管理者
（県土整備事務所）

応急復旧部

被災情報の報告

災害対策本部
さいたま市

災害対策本部
関東地方整備局
災害対策本部

被災情報の報告

市町村
（政令市除く）

通行止め情報の報告

埼 玉 県国 さ い た ま 市

管理路線の被災状況等を取得 管理路線の被災状況等を取得

被災情報の共有

東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社

管理路線の被災状況等を取得
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東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社

■ 道路啓開の方法 【活動項目４：被災情報等の集約】

実施目標 発災から３時間程度 ～ 発災から２４時間以内

○ 各関係機関の災害対策本部等は取得した被災情報等を埼玉県災害対策本部と共有する。

○ 国の「八方向作戦」に基づく優先啓開ルートの指定状況等を把握する。

さ い た ま 市

災害対策本部

凡 例

被災情報の共有

国 埼 玉 県

八方向作戦の優先啓開ルート

災害対策本部
関東地方整備局
（災害対策本部）
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■ 道路啓開の方法 【活動項目４：被災情報等の集約】

実施目標 発災から３時間程度 ～ 発災から２４時間以内

○ 埼玉県災害対策本部は得られた被災情報等から必要に応じて本部内に「道路・ライフライン調整チーム」
（以下、「調整チーム」と言う）を設置する。

○ 調整チームが設置された場合、予め指定された関係機関の人員は調整チームに参集する。

凡 例

調整チームへのリエゾン・担当者派遣

東京電力PG
（災害対策本部）

NTT東日本

その他ライフライン
事業者

応急復旧部

（道路管理者）
県土整備事務所

埼 玉 県

さ い た ま 市

施設復旧部

災害対策本部

災害対策本部

道路管理者
（さいたま市建設事務所）

大宮国道事務所
（災害対策支部）

北首都国道事務所
（災害対策支部）

緊急災害対策本部
政府（各省庁）

国土交通省
（本省）

政府緊急現地
対策本部

関東地方整備局
（災害対策本部）

道路管理者
（国出張所）

国

東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社

レッカー事業
協同組合

石油商業組合 その他各種組合等

協定業者

消 防

災害協定団体・組織

自 衛 隊

市町村
（政令市除く）

ライフライン事業者等

警 察 ・ 消 防

警 察

道路・ライフライン調整チーム

リエゾン派遣
（東京電力⇒調整チーム）

担当者派遣
（応急復旧部⇒調整チーム）

リエゾン派遣
（ＮＴＴ⇒調整チーム）

リエゾン派遣
（地整⇒調整チーム）

担当者派遣
（警察⇒調整チーム）

※既に参集済みの
職員による兼務

リエゾン派遣
（自衛隊⇒調整チーム）
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■ 道路啓開の方法 【活動項目５：優先啓開ルートの検討・決定】

実施目標 発災から３時間程度 ～ 発災から２４時間以内

○ 調整チームに集約した被災情報及び、国の「八方向作戦」による優先啓開ルートを踏まえ、道路啓開の必要性や県内の優先啓

開ルートを調整チームで検討し、埼玉県災害対策本部が決定する。

○ 調整チームで決定した優先啓開ルートを各関係機関の災害対策本部等と速やかに共有する。

災害対策本部

道路・ライフライン調整チーム

埼 玉 県

決定した優先啓開ルート情報

優先啓開ルートの
検討・決定 さ い た ま 市

応急復旧部

（道路管理者）
県土整備事務所

関東地方整備局
（災害対策本部）

国

凡 例

埼玉県が指定した優先啓開
ルートの情報

東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社

災害対策本部
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■ 道路啓開の方法 【活動項目６：啓開体制の確保】

実施目標 発災から３時間程度 ～ 発災から２４時間以内

① 県土整備事務所は、共有された優先啓開ルートに基づき、災害時に応急対策を行う協定業者に対して道路啓開の実施を要請する。

② 協定業者は必要な人員、資機材等を確保し、道路啓開作業の実施に備える。

③ 必要な人員、資機材等の確保が困難な場合は、上位機関と調整の上、関係組合機関、他の都道府県、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等に協力を

依頼する。

④ 道路啓開作業を実施するにあたって、支障となる物件の種類が担当分野外である等、協定業者が単独で対応できない場合は、応急

復旧部を通じて、災害対策本部から警察、自衛隊、消防等の関係機関に協力を求める。

※協定業者：道路管理者と災害時における応急対策に関する各種協定を結ぶ協定業者及び（一社）埼玉県建設業協会の会員業者

埼 玉 県

道路管理者
（県土整備事務所）

④協力依頼

応急復旧部

①道路啓開
実施要請

協定業者

市町村
（政令市除く）

警察

自衛隊

消防

※その他、他都道府県、
TEC-FORCE等につい

ては、上位機関と調整
の上、協力を依頼する

優先啓開ﾙｰﾄ
の共有

③協力依頼

②必要な人員・資機材の確保

東京電力PG
（災害対策本部）

NTT東日本

その他ライフライン
事業者

レッカー事業
協同組合

石油商業組合

その他各種組合等

災害協定団体・組織
優先啓開ﾙｰﾄ
の決定

災害対策本部
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■ 道路啓開の方法 【活動項目６：災害対策基本法に基づく区間指定】

実施目標 発災から3時間程度 ～ 発災から２４時間以内

① 応急復旧部は災害対策基本法第７６条の６の規定に基づき、車両の移動等が必要な区間について検討する。市町村の管理する道

路は同法７６条の７に基づき、区間指定の指示を行うことができる。

② 区間指定には同法施行令第３３条の３の規定に基づき、事前又は事後に埼玉県公安委員会に区間の場所と指定理由を通知する。

③ 同法７６条の４の規定に基づき、埼玉県公安委員会は通行禁止等を行う必要があると認める場合、道路管理者に対して区間指定を

要請する。

④ 災害対策基本法第７６条の６に基づき区間指定し、埼玉県公安委員会及び、県土整備事務所に通知する。

※埼玉県公安委員会は指定をした道路の区間（以下、「指定道路区間」）について、同法同条の規定に基づき、当該指定道路区間内に

在る者に対し、当該指定したことを周知する。

②指定に関する通知
※各機関の規定による

③指定に関する要請
※各機関の規定による

埼玉県
公安委員会応急復旧部

埼 玉 県
【 参 考 】

区間指定までの全体フロー

応急復旧から公安委員会に通知

公安委員会から応急復旧部へ要請

埼玉県知事が区間を指定

応急復旧部が県土整備事務所・公安委員会
に区間指定を通知

大宮国道事務所
（災害対策支部）

北首都国道事務所
（災害対策支部）

さ い た ま 市

災害対策本部

東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社
各自、県公安委員会と
区間指定について調整

国

④区間指定の実施・指定道路区間の通知

①区間指定の検討

道路管理者
（県土整備事務所）
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■ 道路啓開の方法 【活動項目７：道路啓開の実施（がれき撤去）】

実施目標 発災後２４時間以内 ～ 発災から４８時間以内（優先啓開ルート）

がれき撤去作業は、以下のとおり実施する。

○ 道路上に散乱した建物等のがれき等は、県土整備事務所が除去（災害対策基本法76条の6）※1及び県土整備事務所から指示を受

けた協定業者が除去する。

○ がれき等の中に残存する有価物等は、所有者等の所在が不明の場合、県土整備事務所と協定業者で調整の上、当該市町村職員、

警察官の立ち会いや協力を求め、回収に努める。

○ がれき等の中に残存する危険物は、県土整備事務所と協定業者で調整の上、警察官、自衛隊に除去、保安を依頼する。

１）道路上の建物等がれき

２）有価物

３）危険物

所轄警察署

有価物発見の通知
対応依頼

県警本部

市町村

情報共有

有価物発見の通知
対応依頼

作業協力

作業協力

所轄警察署

危険物発見の通知
対応依頼

県警本部

自衛隊

情報共有

危険物発見の通知
対応依頼

作業協力

作業協力

道路管理者
（県整備事務所） 協定業者

所有者

撤去可否
確認は不要

作業報告

作業要請

作業報告

作業要請

作業報告

作業要請

※協定業者 ： 道路管理者と災害時における応急対策に関する各種協定を結ぶ協定業者及び（一社）埼玉県建設業協会の会員業者
※有価物 ： 位牌、アルバム等、所有者等の個人にとって価値のある物件等
※危険物 ： 火災や爆発などを起こしやすく、損害を与えるおそれのある物品

※1：区間指定前においても、道路管理者及び災害協定業者が倒壊した建物等の瓦礫等、支障物件の啓開を行うことができる（道路法第42条）

道路管理者
（県整備事務所） 協定業者

道路管理者
（県整備事務所）

協定業者

補足：電柱の移動・除去の際は「P15【活動項目８：道路啓開の実施（電柱の移動）】を参照すること。
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■ 道路啓開の方法 【活動項目８：道路啓開の実施（車両移動）】

実施目標 発災から２４時間以内 ～ 発災から４８時間以内（優先啓開ルート）

車両移動作業は、以下のとおり実施する。

○ 県土整備事務所は車両の所有者等に対し、付近の道路外への移動を命じる。所有者による移動が困難な場合は、県土整備事務
所・協定業者等が車両の移動を行う。

○ 県土整備事務所が自ら車両の移動等を行った場合は、当該地域を管轄する警察署長に対して、適切に当該措置を記録した情報の
提供を行う。

※災対法に基づく措置は、道路管理者
が行うこととなっているが、実際の運
転者への移動命令伝達や、車両等の
移動の多くは、協定等又は委託契約
により道路管理者が委託している民
間事業者（建設業者、レッカー業者
等）が行うこととなる

※道路管理者においては、現場での混
乱を防ぐため、これらの道路管理者
以外の主体との間で、改正法に基づ
く車両の移動等を行うことについての
役割と責任の分担等について、民間
事業者と協定を締結する

＜災害対策基本法に基づく車両移動
に関する運用の手引き（抜粋）＞

※協定業者：道路管理者と災害時における応急対策に関する各種協定を結ぶ協定業者及び（一社）埼玉県建設業協会の会員業者

道路管理者
（県土整備事務所） 車両所有者

車両の移動指示又は
業者等による移動処置



■ 道路啓開の方法 【活動項目８：道路啓開の実施（負傷者・人命救助等）】

実施目標 発災から２４時間以内 ～ 発災から４８時間以内（優先啓開ルート）

負傷者、遺体の発見時の作業は、以下のとおり実施する。

○がれき等の中に遺体・負傷者を発見した場合は、作業を中断し、県土整備事務所と協定業者で調整の上、市町村職員または警察官
に処置を依頼する。

○ 人命の救助及び負傷者の救護に関しては、国、県、市町村、自衛隊、警察、消防、地元奉仕団とが緊密に連携して行う。

道路管理者
（県土整備事務所）

協定業者

所轄警察署

作業報告

遺体・負傷者発見の報告
対応依頼

県警本部

市町村

情報共有

遺体・負傷者発見の報告
対応依頼

作業協力

作業協力

作業協力

自衛隊

消防

必要に応じて作業・搬送協力
※自衛隊へは県知事からの災害派遣要請後

作業要請

県知事
災害派遣要請

協力要請
地元奉仕団

作業協力

緊密な連携

※協定業者：道路管理者と災害時における応急対策に関する各種協定を結ぶ協定業者及び（一社）埼玉県建設業協会の会員業者16



■ 道路啓開の方法 【活動項目８：道路啓開の実施（電柱の移動）】

実施目標 発災から２４時間以内 ～ 発災から４８時間以内（優先啓開ルート）

電柱の移動作業は、以下のとおり実施する。

○ 電柱が倒壊し、路線の閉塞が確認された場合は、県土整備事務所と協定業者で調整の上、電気事業者及び電気通信事業者にケー
ブルの撤去及び電柱の移動を要請する。

○ やむを得ない場合、電気事業者及び電気通信事業者による通電及び通信有無の確認後、県土整備事務所及び協定業者がケーブ
ルや電柱の仮移動を行う。

協定業者

電柱等発見
の通知

道路管理者
（県土整備事務所）

電気事業者
（東京電力）

対応要請

電気通信事業者
（ＮＴＴ東日本）

対応要請

※電気事業者・電気通信事業者が作業出来ない場合
で、道路管理者（協定業者）が作業を実施する場合、
電気事業者及び電気通信事業者による通電及び通
信有無の確認後、作業を実施する。

※協定業者：道路管理者と災害時における応急対策に関する各種協定を結ぶ協定業者及び（一社）埼玉県建設業協会の会員業者17
※その他ライフライン（埋設物等）の被災についても同様に対応する。



■ 道路啓開の方法 【活動項目９：道路啓開状況の把握】

実施目標 発災から２４時間以内 ～ 随時 （道路啓開作業の進捗に応じて）

○ 県土整備事務所は協定業者から報告のあった道路啓開の実施状況を応急復旧部を通して埼玉県災害対策本部に報告する。

○ 埼玉県災害対策本部は各関係機関に道路啓開の実施状況の共有を図り、埼玉県以外の各関係機関はそれぞれが実施した道路啓
開の実施状況を埼玉県災害対策本部に報告する。

○ 埼玉県災害対策本部は随時、報告のあった道路啓開の実施状況や被害状況等を参考に道路啓開の必要性や優先啓開ルートを調

整チームで検討する。（道路啓開の必要な区間が新たに必要となった場合、活動項目５からの作業を再度、実施する。）

凡 例

県が実施した道路啓開の情報

県以外が実施した道路啓開の
情報

東京電力PG
（災害対策本部）

NTT東日本

その他ライフライン
事業者

応急復旧部

（道路管理者）
県土整備事務所

埼 玉 県

さ い た ま 市

施設復旧部

災害対策本部

災害対策本部

道路管理者
（さいたま市建設事務所）

大宮国道事務所
（災害対策支部）

北首都国道事務所
（災害対策支部）

緊急災害対策本部
政府（各省庁）

国土交通省
（本省）

政府緊急現地
対策本部

関東地方整備局
（災害対策本部）

道路管理者
（国出張所）

国

東日本高速道路(株)
関東支社対策本部

首都高速道路(株)
災害対策本部

高 速 道 路 会 社

レッカー事業
協同組合

石油商業組合 その他各種組合等

協定業者

消 防

災害協定団体・組織

自 衛 隊

市町村
（政令市除く）

ライフライン事業者等

警 察 ・ 消 防

警 察

18

道路・ライフライン調整チーム



■ （参考）道路啓開計画の推進体制
首都直下地震発生時における埼玉県の発災初期（４８時間程度）の初動活動を円滑かつ確実に実施できるように検討するため、
道路管理者及び道路啓開に関する関係機関で構成する調整会議（道路法第二十八条の二の規定による協議会）と、具体的な検討を行う
ための担当者会議を設置している。今後の道路啓開に関する検討についても、ここに属する関係機関の連携によって、検討を推進していく。

埼玉県道路啓開担当者会議
（埼玉県）

【目的】 埼玉県内の道路啓開に

関する具体的検討・情報共有

結果を踏まえ
検討

首都直下地震
埼玉県道路啓開調整会議

（埼玉県）

【目的】 埼玉県道路啓開計画の策定

埼玉県道路啓開計画（案）の策定

 埼玉県道路啓開計画（案）の策定
に向けた埼玉県内の道路啓開に
係るより具体的な検討

●首都直下地震埼玉県道路啓開調整会議 構成機関

●首都直下地震埼玉県道路啓開調整会議 事務局

役 職所 属機 関

―大宮国道事務所管理第二課国土交通省関東地方整備局

政策担当県土整備部県土整備政策課埼玉県

役 職所 属構成機関

所長大宮国道事務所国土交通省関東地方整備局

所長北首都国道事務所国土交通省関東地方整備局

課長危機管理防災部災害対策課埼玉県

政策幹県土整備部県土整備政策課埼玉県

課長県土整備部道路環境課埼玉県

理事官兼課長交通部交通規制課埼玉県警察本部

課長警備部危機管理課埼玉県警察本部

課長総務局危機管理部防災課さいたま市

参事兼課長建設局土木部道路環境課さいたま市

所長所沢管理事務所東日本高速道路株式会社関東支社

所長加須管理事務所東日本高速道路株式会社関東支社

所長三郷管理事務所東日本高速道路株式会社関東支社

課長保全・交通部防災対策課首都高速道路株式会社

科長第３２普通科連隊３科陸上自衛隊

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ埼玉総支社道路設備渉外ｸﾞﾙｰﾌﾟ東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社

室長設備部ｻｰﾋﾞｽ運営部門災害対策室株式会社NTT東日本‐関信越

課長埼玉導管ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ維持管理グループ東京ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社

会長一般社団法人埼玉県建設業協会

理事長埼玉県ﾚｯｶｰ事業協同組合
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■ （参考）被災リスクの算定
本計画では、上位計画にあたる「埼玉県地域防災計画」の対象地震に設定されている「東京湾北部地震」を対象としている。
被災リスクの算定は、「埼玉県地震被害想定調査報告書（平成24・25年度）」による被害想定の結果を用い、様々な被害の種類を重ね合
わせることで、県内で最も被害の集中する県南東部（外環道以南のエリア）を、被災地として設定した。

■対象地震

首都直下地震（東京湾北部地震）

■想定する被災リスク・条件

・道路啓開の実施に関する被害の種類として、
以下の被災リスクを対象としている。

①建物倒壊によるがれき発生
＞被害率曲線（震度と全壊率の関係式）を用い、

建物種類別の全壊棟数を算定

②土砂崩落の発生
＞急傾斜地崩壊危険箇所のうち、最も崩壊の危険

性が高い「ランクA」箇所を対象に抽出

③液状化等による橋梁継目段差の発生
＞液状化可能性が「高い」地域に含まれる橋梁、

及び震度６強以上の地域に含まれる橋梁は、橋
台背面に段差が生じる箇所として抽出

④放置車両の発生
＞平常時に最も交通量の集中するピーク時に地震

が発生すると想定して、放置車両台数を算定

⑤電柱倒壊
＞揺れ、建物倒壊、延焼による電柱被害数を算定

火災被害の最も大きい冬期18時の発災を想定

⑥沿道火災
＞火災被害の最も大きい冬期18時の発災を想定

※「埼玉県地域防災計画」で対処すべき事態と位置づけ

県南東部（外環以南エリア）では、震度6
弱～5強の強い揺れ、広範囲での液状化
や、それに伴う橋梁被害、放置車両等に
より、大規模な道路閉塞が想定

⇒当該エリアを被災地に設定
⇒道路啓開の目的地とする

被災リスクの
高いエリア

川口ＪＣＴ

美女木ＪＣＴ

三郷ＪＣＴ

さいたま見沼
与野ＪＣＴ

20



■ （参考）緊急輸送に関する県内の道路ネットワーク
埼玉県内の緊急輸送に関する道路ネットワークとして、①埼玉県緊急輸送道路、②内閣府緊急輸送ルート、③国土交通省「八方向作戦」に
おける優先啓開候補路線、④埼玉県公安委員会が指定する緊急交通路が挙げられる。
優先啓開ルートを選定する前提として、これら道路の中から、南北・東西方向の軸となる路線を抽出した。

■埼玉県緊急輸送道路

■内閣府緊急輸送ルート

■「八方向作戦」ルート

■埼玉県緊急交通路

都道府県地域防災計画で定める緊急輸送道路を踏まえ、高速道
路や主要国道を中心に構成した道路ネットワーク
関係機関は、発災後、通行可否情報の共有、啓開活動等の通行
確保のための活動を最優先で実施

道路啓開ルートのうち、各方向最低1ルート（高速道路、直
轄道路、構想道路＋直轄道路の３ケースの内）は48時間以
内に道路啓開を完了することを目標

大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行
うための重要路線
第一次特定緊急輸送道路 高速道路、国道等の広域幹線道路
第一次緊急輸送道路 地域間ネットワークとなる主要路線
第二次緊急輸送道路 地域内の防災拠点を連絡する路線

発災時の被災状況等に基づき、災害応急対策等を的確か
つ円滑に実施するため、埼玉県公安委員会により交通規
制が実施される路線

[道路啓開の軸となる道路]
（参考）

南北方向の軸

 東北道
 関越道
 常磐道
 首都高
 国道４号
 国道１７号
 国道１２２号
 国道２５４号

東西方向の軸

 外環道
 圏央道
 国道１６号
 国道１２５号
 国道１４０号
 国道２９８号

21



■ （参考）優先啓開ルートの選定方針

優先啓開ルートは、被災地とした県南東部（外環道以南エリア）を目的地として、県内の南北・東西方向の軸となる道路を活用したルートを
選定するとともに、被災者の人命救助を行うため、被災地から災害拠点病院に向かうルートの選定を行う。

○ 被災地支援に関する啓開ルート

県内の広域防災拠点や集結拠点から、南北・東西方向
の軸となる道路を用いて、「県内の被災地」に向かう
ルートを確保

○ 人命救助に関する啓開ルート

県内の被災地から、南北・東西方向の軸となる道路を
用いて、「県内の人命救助に関する拠点」に向かうルー
トを確保

埼玉県緊急交通路

選定

※優先啓開候補ルートに甚大な被害が生じた場合は、緊急輸送道路に限らず状況に応じた代替えルートを選定する

発
災
後
48
時
間

内閣府緊急輸送ルート

「八方向作戦」ルート

埼玉県緊急輸送道路

22



■ （参考）優先啓開ルートで結ぶことが想定される拠点
優先啓開ルートが結ぶ拠点施設は、埼玉県地域防災計画で位置付けられている拠点（＝緊急輸送道路で接続する拠点）のうち、
大規模地震の発生時、人命救助の観点から、特に交通確保の緊急性が高い、必要最低限の拠点を対象とする。
また、八方向作戦との連携を図るため、八方向作戦ルートの集結拠点も対象としている

優
先
啓
開
ル
ー
ト
で
結
ぶ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
拠
点

（出典）埼玉県地域防災計画 第２編震災対策編 第２章-66 「緊急輸送道路の指定・復旧体制の整備」等より

■優先啓開ルート接続拠点

○八方向作戦ルート集結拠点

○ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥ進出本部

○危機管理防災センター（災対本部）

○地方庁舎・合同庁舎等（災対支部・現地対策本部・県土整備事務所）

○災害拠点病院

○防災活動拠点

防災基地（県内5箇所）

大規模施設（さいたまスーパーアリーナ・埼玉スタジアム2002公園）

県営公園

防災拠点校

防災道の駅

○市町村庁舎等
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■ （参考）道路啓開における被害想定とは異なる事態への対応

秩父市街地

秩父地域への救助・救
援ルート（南東側）

道路啓開の軸となる道路
国道１４０号

道路啓開の軸となる道路
国道２９９号

▼道路啓開の考え方
秩父地域への道路啓開は、埼玉県緊急輸送道路等の

緊急輸送に関する道路（国道140号、299号）を軸
として、都市機能や道路交通が充実する東側の市街地
からの道路啓開を基本とする。
なお、陸路による被災地へのアクセスが困難な場合、

自衛隊等との連携により、空路を活用したアクセス
ルートの確保を検討する。

秩父市街地

陸路

陸路

空路

空路

県内でも秩父地域は、地理的な条件から最も道路の寸断等による孤立集落発生の可能性が高いと想定されるため、秩父地域において広
域的な被災が発生した場合の道路啓開計画を検討した。秩父地域への救助・救援ルートの確保にあたっては、緊急輸送道路に指定されて
いる国道140号、国道299号の被災情報収集及び道路啓開を優先的に実施する。また、陸路による被災地へのアクセスが困難な場合、自
衛隊等との連携により、空路を活用したアクセスルートの確保を検討する。

■秩父地域への道路啓開のイメージ

24

秩父地域への救助・救
援ルート（北東側）

※①災害応急対策活動拠点、②埼玉県内飛行場外離着陸場、③災害拠点病院の詳細は、
埼玉県地域防災計画（資料編）P311～317（①）、P318～325（②）、P394（③）を参照。



■自衛隊との連携イメージ

埼玉県内の災害協定業者が単独では対応できない場合、自衛隊との連携等による道路啓開、空路からの応援による啓開を実施する。
・陸からの応援：隣接県や自衛隊等と連携し、人命救助や道路啓開作業を実施
・空路からの応援：陸路での到達困難箇所発生等への対応として、空路での人命救助や輸送を実施

■ （参考）自衛隊との連携等による陸海空からの緊急復旧

自衛隊のヘリコプターによる空路からの応援 自衛隊のヘリコプターによる空路からの応援

（※ 画像出典：陸上自衛隊からの提供）

自衛隊による道路啓開の様子 自衛隊による道路啓開の様子自衛隊による道路啓開の様子

自衛隊のヘリコプターによる空路からの応援
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緊急交通路指定予定路線等において、一般車両が啓開済みの区間へ流入することを防止し、災害応急対策に従事する緊急通行車両等
を円滑に通行させるため、埼玉県公安委員会は、道路交通法第四条に基づく交通規制（道路啓開実施のための交通規制）を行った上で、
災害対策基本法第七十六条に基づく交通規制（緊急車両等通行のための交通規制）を実施する。

情報交換

情報交換

●大規模災害時における交通規制

■ （参考）都市部の交通規制

▲緊急交通路案内標識

出典：「大規模災害時における交通規制について（緊急交通路とは？）」（埼玉県警察HP）

▲交差点部における交通規制のイメージ

▼道路交通法（抜粋）
（公安委員会の交通規制）
第四条 都道府県公安委員会（中略）は、道路における危険を防止し、その他交通の
安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するた
め必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等
を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車（中略）又
は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この
場合において、（中略）、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する
交通の規制をすることができる。

▼災害対策基本法（抜粋）
（災害時における交通の規制等）
第七十六条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接す
る都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合にお
いて、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると
認めるときは、政令で定めるところにより、道路の区間（災害が発生し、又はまさ
に発生しようとしている場所及びこれらの周辺の地域にあつては、区域又は道路の
区間）を指定して、緊急通行車両（中略）以外の車両の道路における通行を禁止し、
又は制限することができる。

災害発生

被災情報の収集

優先啓開ルートの決定

区間指定

道路啓開 開始

道路啓開 完了

▲埼玉県 緊急交通路指定予定路線図

【道路管理者】 【埼玉県公安委員会】災害発生
災害発生

交通情報の収集

道路の安全確保のための交通規制
（道路交通法による）

緊急交通路指定の検討

緊急車両通行のための交通規制
（災害対策基本法第七十六条）
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■ （参考）応急復旧部の応援体制について
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■ （参考）建設業協会支部の応援体制について

秩父

児玉 大里

比企
北本

北埼

飯能

川越

朝霞

さいたま

越谷

杉戸

・・・・被災支部【震度６弱以上】

・・・・応援支部（副）

・・・・応援支部（主）

・・・・応援支部（主）の応援先

・・・・応援支部（副）の応援先
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